
先進・優良事例の展開促進に関する取組状況調査（追加調査）
結果の概要

平成29年10月2日

＜本調査について＞

・先進・優良事例の展開促進に関する取組状況に関しては、本年3月に第1回目の調査を行い、その結果について
第２回評価・分析ＷＧにおいて報告した。
・本調査は、その後「経済財政運営と改革の基本方針2017」が決定され、その中で先進・優良事例の展開促進につ

いて「工程の具体化と成果目標（アウトカム）に着目したＫＰＩに基づく進捗管理を徹底」とされたことを受け、ＫＰＩに
基づく進捗管理のあり方について具体的な状況を把握すること等を目的として追加調査を行ったもの。

・調査対象：「経済・財政再生計画改革工程表2016改定版」に記載のある、先進・優良事例の展開促進に関する
取組。第1回目調査時に対象となった44項目に加え、新規に追加すべき項目について提出を求めた。

・調査期間：平成29年8月18日～平成29年9月8日

※本報告における数値は、調査結果をとりまとめた速報値であり、今後変更があり得る。
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経済・財政一体改革に関連する先進・優良事例の展開促進に関する取組状況調査結果

○ 進捗管理のためのＫＰＩの設定状況（質問１）

○ ＫＰＩによる進捗の把握状況（質問２）

（１）進捗管理のためのＫＰＩの設定について
•進捗管理のためのＫＰＩについては「既に設定」との回答が多数。また設定したＫＰＩの多くで、具体的な進捗状況が既に把握されている。ＫＰＩ
未設定、進捗未把握の項目についても、設定・把握時期について概ね具体的な見通しが示されている（質問１、２）。

•現時点で進捗が把握されている指標の中では、均等に進捗する場合に実現が期待される進捗率20％を超えているものが多い（参考１）。
•設定されたＫＰＩの内容は、改革工程表上の既存のＫＰＩを挙げたものが多く、それらにより先進・優良事例の横展開の進捗状況が適切に把握
できるかについては個別に精査が必要。またＫＰＩ を独自に設定しているものについては、精査の上、改革工程表へ反映すべき（参考２）。

＜「来年度以降」の場合の設定予定時期＞

・2017年度にガイドラインを策定し、内容を踏まえ指標
の検討を開始する。
・今後作成する新たな事例集を踏まえて検討。
・2018年度の調査を踏まえて取組内容を決定し、併せて
KPIの設定を行う。
・効果検証の状況を踏まえ、2018年度以降に検討する。
・取組自体が2018年度から実施予定。
・設定時期未定

＜「来年度以降」の場合の把握予定時期＞

・2019年度の省令改正以降に把握する予定

（質問1 で「既に設定」として回答された33項目におけるＫＰＩについて、ＫＰＩ単位（計67）で集計）

＜参考２＞ 「既に設定」のＫＰＩ の内容

改革工程表上のＫＰＩ（第1階層）

改革工程表上のＫＰＩ（第2階層）

改革工程表上のＫＰＩとは
別個にＫＰＩを設定

＜参考１＞進捗管理のためのＫＰＩの進捗状況
（質問２で「既に把握」と回答された53項目について、ＫＰＩ単位で集計）
2020年度の目標値が設定されているＫＰＩのうち、目標値に対する現在の
数値の割合（単位：％）を算出し、進捗率が0～20のものを「Ｂ」、21～100
以上のものを「Ａ」、目標値が設定されていないなど、それ以外を「Ｎ」と
し、それぞれの数を集計。

Ｂ （進捗率0～20％）

Ａ （進捗率21％以上）

Ｎ （算出不可）

※第１階層：改革工程の進捗（アウトプット）、第2階層：成果の発現度合い（アウトカム）

※改革工程表の改革期間（2016～2020年度）のうち、2016年度終了時点は全体の1/5の期間
が経過した時点にあたることから、ここではその時点での標準的な進捗の目安を20％と仮定
して、「Ａ」と「Ｂ」の境界として用いた。

今年度中に把握

既に把握

来年度以降に把握

既に設定, 

33

今年度中, 
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来年度以降, 
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(11%)

53

13
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(19%)

（質問1 で「既に設定」として回答された33項目におけるＫＰＩについて、ＫＰＩ単位（計67）で集計）

※１つの取組項目につき複数のＫＰＩが設定されているものがあり、「既に設定」として回答されたものを
ＫＰＩ単位でカウントすると、総数が67となる。
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(1%)

※パーセンテージの合計の不一致は、小数点以下の四捨五入による。
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経済・財政一体改革に関連する先進・優良事例の展開促進に関する取組状況調査結果

○ 展開促進に向けた自治体への支援として
平成30年度に予定している取組（質問３）

① 制度やガイドライン・事例集等についての周知・情報提供
⑦ 説明会やシンポジウムの開催
④ 展開の進捗状況や展開方法等に関する調査・研究の実施
② ガイドラインや事例集の新規策定または改訂
③ 取組の導入を支援するための補助金・交付金の交付
⑧ 人材の派遣や研修の実施
⑤ モデル事業の実施
⑥ モデル事業の成果についての取りまとめや報告
⑨ 法令の改正等による制度の改定
⑩ その他（自由回答）

（複数回答可）

（２）展開促進に向けた平成30年度の取組について
•取組項目ごとに濃淡はあるものの、各項目とも横展開促進に向け具体的な取組を予定。多くは事業費を予算要求（質問３、５）。
•ＫＰＩ による進捗管理と併せて、取組の改革効果を把握していくとともに、特に効果が期待できるような取組については詳細な取組内容
を委員会やＷＧにおいて情報共有していくなど、更なる展開促進策を検討することが必要。

○取組に関わる予算要求状況等（質問５）

共通費により実施

※各取組の番号は調査時の選択肢における番号
※「その他」の内容：地方交付税措置

事業費（または事業費＋
共通費）により実施

○取組の具体的な内容の例（質問４、一部抜粋）

・都市計画情報について、均質なデータの集積が可能となるよう、都市計
画基礎調査の共通フォーマットを作成。都市の状況を横一列で比較で
きるよう、都市構造に関する情報をまとめたカルテを自治体ごとに作成
【国土交通省】

・地域におけるPPP/PFIの案件形成能力の向上を図るため、関係者が集い

ノウハウ習得や情報の交換・共有を容易にする場としての地域プラット
フォームの形成・運営を支援。ブロックレベルの地域プラットフォームに
より、全国的に優良事例の横展開を図る【内閣府・国土交通省】

35

9

（先進・優良事例の展開促進を行うこととなっている44項目のうち、各取組を行っている項目の数を
集計し、その割合をパーセンテージで示したもの）
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（先進・優良事例の展開促進を行うこととなっている44項目について、平成30年
度に予定している取組に関する予算要求状況を集計したもの）
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参考情報

4



調査結果を踏まえた今後の展開促進へのポイント

【調査対象】 「経済・財政再生計画改革工程表2016改定版」に記載がある先進・優良事例の展開促進に関する取組

○事例集・ガイドラインの内容、事例の評価のあり方
▶事例の選定に当たっては有識者の助言を受けるとともに、事例集に有識者のコメントを記載する。
（総務省「公立病院経営改革事例集」）
▶費用の削減効果や経営指標の改善を定量的に示す。
（総務省「公立病院経営改革事例集」、厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防の事例」）
▶過去の事例から課題克服のノウハウや失敗事例からの教訓を抽出する。
（総務省「自治体クラウドの現状分析とその導入に当たっての手順とポイント」）
▶人口規模や高齢化率など、参考事例の絞り込みに資する自治体の特徴を記述する。
（総務省「公立病院経営改革事例集」、厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防の事例」）

○進捗の把握から、構造変化、アウトカムの把握への展開
▶進捗の目標を含んだ工程表を作成し、進捗を管理する。
（窓口業務のアウトソーシング、総合窓口の導入等の先進的な改革に取り組む市町村数に関する
ＫＰＩを設定）

▶構造変化やアウトカムに関するＫＰＩを設定する。
（「立地適正化計画」の作成・実施の促進について、都市機能の集積度合等に関するＫＰＩを設定）

（注）「進捗」とは取組の実施状況。「構造の変化」とは、取組の実施により直接的に生じる変化。「アウトカム」とは構造の変化
により最終的に得られる成果を言う。

第2回評価・分析ワーキング・グループ（平成29年4月6日）資料より
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6

国土交通省：都市計画情報についての共通フォーマットや自治体別カルテの作成

出典：第1回国と地方のシステムWG（平成29年2月24日） 国土交通省提出資料 6



内閣府・国土交通省： PPP/PFI の案件形成能力向上のための地域プラットフォーム

出典：第5回国と地方のシステムＷＧ（平成29年4月11日） 内閣府提出資料を基に一部改訂

広域的な地域プラットフォーム

水道事業の広域化

主な取組：
○事例研究を通じたノウハウ習得
○広域的なネットワーク形成
○具体事例での官民対話 等

Ａ市

Ｂ市

Ｃ町 Ｄ市Ｅ町

Ｆ市

３市町で共同事業として実施

○ 2016年度末までに、31地域において地域プラットフォームの形成を支援（KPI：47（2018年度））。

○ 複数の地方公共団体等で構成される広域的な地域プラットフォームの形成・運営も支援している。
また、運用マニュアル（2016年度に作成）の周知を図り、運用マニュアルを活用したプラットフォーム
形成を働きかける。

市町村域を越えた広域的な検討
・複数市町村で１つの施設を整備
・上下水道などインフラについて
広域で効率的に維持管理

複数市町村間の水平的な連携強化

斎場を整備
したい

水道施設の
更新が課題

Ａ市

Ｂ市

Ｃ町 Ｄ市 Ｅ町

Ｆ市

水道
事業

水道
事業

水道
事業

水道
事業

Ｂ市

Ｃ町 Ｄ市 Ｅ町

Ｆ市
Ａ市

地元

企業

その他 有識者

地域金融機関

PFI推進機構

地方

自治体

近隣市町村と情報共有

＜例①＞ ＜例②＞

地域プラットフォームの一層の形成

促進および具体の案件形成に繋が

る効果的な運営を推進するために、

地域が主体的に地域プラットフォーム

を形成し効果的な運営ができることに

留意したマニュアルを作成

■運用マニュアル

＜構成＞

Ⅰ 地域プラットフォーム形成の意義

Ⅱ 地域プラットフォームの形成・運営

Ⅱ－１ 地域プラットフォーム形成前
の準備

Ⅱ－２ 地域プラットフォームの形成
Ⅱ－３ 地域プラットフォームの運営

Ⅲ より効果的な進め方

Ⅳ 地域プラットフォームの事例

■広域化の受け皿組織としての地域プラットフォーム
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